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凡例 
 

 本書は、平成 28（2016）年 4 月 14 日午後 9 時 26 分、同月 16 日午前 1 時 25 分に発生した上益城郡

益城町及び阿蘇郡西原村を震源地とする直下型地震「平成 28 年熊本地震」により被災した文化財に

係る諸対応についての記録集である。 

 本書には、平成 28 年熊本地震における文化財の被害状況とその復旧・復興に係る対応を掲載し、今

後の課題を示した。 

 各関係者の職名等は、原則として当時の所属に基づく。 

 各章の末尾に参考資料を掲載した。内容に付随する場合、文中に【参】として番号を示した。 

 図表の引用又は転載元については該当箇所の下部に概要を示し、詳細を主要参考文献に掲載した。

なお、引用又は転載元の記載がない図表は県文化課作成による。 

 画像の提供元は各キャプションの下部に示した。提供元の記載がない画像は、県文化課撮影による。 

 和暦の元号が初出である場合、以下の例のとおり和暦に西暦を併記し、以降は和暦のみで記載した。

この場合、初出の基準は章ごととした。ただし、第３部については個別事例ごととした。 

（例）平成 28（2016）年 4 月 16 日 

 本文中で用いる用語の正式名称は初出の際に示し、以降は以下書きの略称を用いた。 

 注記が必要な部分には「※」を付し、各ページの最下部に注記の内容をまとめて記載した。 

 図表中に注記が必要な場合は、該当箇所に「＊」を付し、注記の内容は図表の下に記した。なお、図

表全体に係る注記の場合は、図表のタイトルに「＊」を付した。 

 第３部では、被災文化財の中でも本県が復旧支援等に関与したものを中心に扱った。ただし、復旧

事業の主体は所有者であり、市町村が第一線で支援した。 

 本書の執筆は、長谷部善一、帆足俊文、坂井田端志郎、木村龍生、川上淳一、廣重佐良子、谷川美保

子、松尾志保里、髙野和隆、田中元陽、川路祥隆、樋口和紀、藤森あきの、村上幸奈（以上、県文化

課）、有木芳隆（県立美術館）、坂口圭太郎（県立装飾古墳館）、國本信夫（県博物館ネットワークセ

ンター）が行った（所属はすべて令和 4 年 3 月時点）。執筆者名は担当箇所の末尾に示した。 

 本書の全体編集は、川路祥隆が行い、村上幸奈がこれを補佐した。 

 本書は令和 4（2022）年 3 月に刊行し、印刷刊行に伴って同 6（2024）年 2 月に改訂したものである。

なお、改訂に係る全体編集は、村上幸奈が行い、丸山大輝がこれを補佐した。  
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第１章 文化財の被害状況と復旧に向けた取組の概要 

 

１ 被害状況 

（１）平成 28年熊本地震の概要 

平成 28年熊本地震（以下「熊本地震」という。）は、平成 28（2016）年 4月 14日午

後 9時 26分（前震）及び同月 16日午前 1時 25分（本震）に発生した上益城郡益城町

及び阿蘇郡西原村を震源とする直下型地震である（表 1、図 1）。前震はマグニチュー

ド 6.5、最大震度 7、本震はマグニチュード 7.3、最大震度 7を記録した。一連の地震

活動で震度 7の地震が二度観測されたのは、気象庁の観測史上初めてであった。 

また、地震の活動域は熊本県熊本地方から阿蘇地方、さらに大分県中部まで帯状に

広がり、長さは約 150.0kmに及んだ。 

熊本地震における県内の人的被害は、死者 270人（いわゆる災害関連死等を含む。）、

重軽傷者は 2,737 人に上った（令和 3 年 3 月時点）。また、住家被害は約 19 万 8 千棟

で（同時点）、幹線道路の寸断や停電及び断水等、インフラにも甚大な被害が生じた。

被害額は、県や関係機関が公表した推計で約 3.8兆円であった（平成 28年 9月時点）。 

 

表 1 熊本地震の概要 

気象庁ホームページ「平成 28年（2016年）熊本地震 ～The 2016 Kumamoto Earthquake～」より引用 

 

図 1 震央及び推計震度分布図（左：前震、右：本震） 

気象庁編・発行『気象庁技術報告第 135号 平成 28年（2016年）熊本地震調査報告』（2018 年）より転載 

 

前震 本震

発生日時 平成28年4月14日午後9時26分 平成28年4月16日午前1時25分

震央地名 熊本県熊本地方 熊本県熊本地方

発生場所（深さ） 深さ11.0km 深さ12.0km

最大震度 震度7（熊本県益城町） 震度7（熊本県益城町、西原村）

規模 マグニチュード6.5 マグニチュード7.3
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（２）熊本地震における被災文化財の規模及び特徴 

熊本地震により、県内に所在する多くの国、県、市町村の指定文化財及び国登録有

形文化財（以下｢指定等文化財｣という。）が被災した。被災件数は、指定等文化財 3,039

件（発災当時）のうち 355件である。内訳は、国指定文化財 44件、県指定文化財 59

件、国登録文化財 56 件及び市町村指定文化財 196件であった（表 2）。なお、被災後

に国登録文化財 4 件が滅失及び解体となったため、復旧対象は 154 件※1となった。

このほか、地域の人々によって守られてきた未指定の文化財（以下｢未指定文化財｣

という。）も被災した。 

熊本地震では、地面の揺れによる倒壊等の被害が大半であり、焼損や水損等の二

次被害が僅少であった。そのため、被災文化財の多くを占めた不動産文化財（石橋

や寺社等の建造物、古墳等の史跡及び庭園等の名勝）の中には、元の部材を使用し

た復旧工事を行うことができたものもある。 

文化財の被災割合は、震源地（益城町及び西原村）周辺の市町村で高い傾向にあ

った。ただし、県南の水俣市、天草市等でも被害が報告されており、文化財の被災範

囲は県内全域に及んだ【参 1】。 

 

表 2 県内指定等文化財の被害状況及び復旧状況＊1 
令和 5年 3月時点 

＊1 表中に示した被災件数（国指定）44件には、豊後街道（産山村及び阿蘇市）並びに豊前街道（南関町 

及び和水町）を各 1件として計上した。 
＊2 （参考）市町村指定は令和 3年 12月時点の数値を用いている。 

 

表 3 文化財種別ごとの被害状況 
平成 30年 3月時点  

                                                      
※1 復旧対象件数には、経過観察中及び解体保存済みの文化財を含む。なお、県指定文化財 1件が指定解 

除となった。 

指定等
件数

被災
件数

割合
指定等
件数

被災
件数

割合

建造物 230 88 38.3% 天然記念物 59 3 5.1%

美術工芸品 212 13 6.1% 重要文化的景観 3 2 66.7%

史跡 119 44 37.0% 民俗文化財 48 3 6.3%

名勝 11 6 54.5% 無形文化財 5 0 0.0%

合計 687 159 23.1%

指定等文化財

種別

指定等文化財

種別

区分
被災時

指定等件数
被災件数

（民間所有）
被災率

復旧対象件数
（民間所有）

復旧件数
（民間所有）

復旧率

国指定 148 44（12） 29.7% 44（12） 35（10） 79.5%

県指定 383 59（25） 15.4% 58（24） 56（23） 96.5%

国登録 156 56（45） 35.9% 52（41） 52（39） 100%

小計 687 159（82） 23.1% 154（77） 143（72） 92.8%

（参考）
市町村指定*2

2,352 196（151） 8.3% 196（151） 162（125） 82.6%

合計 3,039 355（233） 11.7% 350（228） 305（197） 87.1%
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２ 文化財復旧への支援 

（１）民間からの支援（第２章） 

文化財の被害状況を受け、発災直後から、復旧を目的とした寄附金の申出が県に寄せら

れた。また、平成 28 年 7月には、地元経済界や熊本ゆかりの人々を中心とした｢熊本

城･阿蘇神社等被災文化財復興支援委員会（以下「支援委員会」という。）｣が発足し、

民間による組織的な募金活動が本格化した。これまでに 1,149 の団体及び個人から

総額約 45億円（令和 5年 5月時点）の寄附金が寄せられ、県における過去の災害関

係の寄附金では例がない規模となった。 

同 28 年 10 月、県ではこの寄附金を財源として｢平成 28 年熊本地震被災文化財等

復旧復興基金（以下「文化財基金｣という。）」を創設し、寄附者の意向に基づき、主

に民間所有の文化財復旧に係る負担軽減に活用している。 

 

（２）県の取組（第２章） 

被災した指定等文化財の復旧に対しては、法律や条例等に基づく国及び県等によ

る補助制度がある。とりわけ、熊本地震のような大規模災害復旧の場合は、国によ

る補助率の嵩上げが措置される。 

しかし、民間所有の文化財の場合、所有者の負担額が過大となり、復旧が進まない

可能性があった。また、未指定文化財には補助制度が無く、その復旧費は全て所有者

負担となるため、指定等文化財と同様の復旧は困難となることが見込まれた。したが

って、県では文化財基金を活用し、民間所有の指定等文化財から未指定文化財まで

の切れ目ない支援制度を新たに創設し、民間所有者の負担を可能な限り軽減するこ

とで、文化財復旧を支援した。 

なお、この新たな支援制度を活用して復旧対象とする未指定文化財には、以下の 

ように一定の価値を有することを条件とした。 

・未指定歴史的建造物…日本建築学会のデータベースに掲載されているもの 

・未指定動産文化財 …市町村指定文化財と同等以上の価値を有するもの 

 

（３）文化財復旧に向けた取組 

ア 指定等文化財 

① 取組の概要 

熊本地震では、多くの指定等文化財が県内の広い地域で同時期に被災した。

そのため、指定等文化財の被害状況確認や被災後の応急処置等の作業を、広域

かつ同時並行で進めることとなった。このことから、文化財の被害状況調査や

復旧工法検討について、文化財の指定等区分に応じて多くの関係機関※2から協

力を得た。 

県では市町村ごとにエリア担当職員（以下「エリア担当」という。）を決め、

                                                      
※2 文化庁（国指定、国登録）、県文化財保護審議会委員（県指定）、九州各県専門職員（市町村指定）。 
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エリア担当を中心に関係市町村及び有識者等による被災文化財の個別訪問等を

行った。これにより、県と被災市町村は、関係機関の協力のもと、全ての指定等

文化財の被害状況を把握し、被災文化財の復旧方法の検討を進めた。 

 

   ② 指定等文化財への対応 

発災以降、県は各市町村と連携し、指定等文化財の被害状況を文化庁に随時

報告した。併せて、県と関係機関で連携し、平成 28 年 4 月から 12 月にかけて

被害状況の現地確認※3及び復旧方法の検討を行った。 

その他、特に被害が甚大な市町村や専門職員が不足又は不在の市町村には、市町村

と共同で県文化課が直接文化財の被害状況確認や現地調査を行い、復旧方法等につい

て助言を行った。 

 

【「文化財復旧チーム」の設置】 

 4月 15日、県は被災文化財の復旧対策を効率的に推進するため、文化課長を

筆頭に、文化財復旧チーム（以下「復旧チーム」という。）を設置した。 

復旧チームは、文化課長及び課長補佐（事務）、課長補佐（技術）、総務・文化

係長、文化財調査第一係長、補助金担当、予算担当、動産文化財担当、建造物担

当及び全体調整担当の合計 10名で構成し、被災文化財に係る対応を行った。 

 

【発災後の対応】 

4 月 15 日午前 2 時、県は各市町村文化財担当課に被災文化財の情報をメール

にて随時報告するよう依頼した。 

その後、文化庁や県財政課から、予算措置に用いる文化財復旧費についての報

告が求められたため、同月 19日、市町村に対して被災文化財の復旧費の概算額の

提出を求めた。 

当時、被害が甚大であった市町村は避難者対応等の業務に追われており、文化

財の被害確認等が困難な状況が続いていた。このため、県は、市町村支援の一環

として、県文化課に所属する学芸員を中心に、出先機関の学芸員等を市町村に

派遣することとした。派遣に際しては、数名一組で市町村へ直接出向き、指定等

文化財の被害状況確認や現地調査等を行った。 

 

【被災文化財の調査】 

県は、文化庁及び県文化財保護審議会等と連携し、文化財保護指導委員の支

援を受け、4 月下旬から国、県指定文化財の被害状況調査を実施した。併せて、

5月中旬頃から国登録有形文化財について同様の調査を実施した。 

なお、市町村指定文化財については、県、市町村ともに指定等文化財の復旧支

                                                      
※3 現地確認等回数:約 150回、参加者（延べ人数）:約 600人。 
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援業務等に追われ、対応困難な状況が続いた。そのため、九州国立博物館が主導

し九州、山口が連携して各地域の文化財防災及び危機管理に取り組む「みんな

でまもる文化財みんなをまもるミュージアム事業（以下「みんまも事業」とい

う。）」のネットワークを活用し、九州各県の学芸員の協力を得ることで、被害状

況確認及び調査を行った。 

 

【被災文化財の復旧状況】 

 令和 5年 3月時点で、被災文化財の 9割が復旧を完了している。 

復旧に時間を要する熊本城等の文化財、復旧工法を検討中の被災古墳等、経

過観察中の文化財については、今後も各文化財の状況に応じて復旧を進めてい

く予定である。 

 

  イ 古墳及び埋蔵文化財 

① 古墳等の被災（第８章） 

被災古墳等の中には、古墳の一部のみが指定範囲に含まれるものや、全体が

指定されているものの民有地に所在し管理団体が指定されていないものがあり、

速やかに復旧作業に着手できない場合があった。 

また、定期的な観察記録がなく、地震被害と経年劣化の判別が困難な古墳等

があった。その他、被災により石室内への進入が困難であった古墳では、被害の

全容が調査できず、復旧方法の具体的な検討ができなかった場合もある。 

これらの状況を受けて文化庁は、被災地支援の一環として、「大規模震災にお

ける古墳の石室及び横穴墓等の被害状況調査の方法に関する検討委員会」を組

織し、以下の課題に取り組んだ。 

・被災古墳等の所在市町村や関係機関と連携した具体的な被害状況調査※4。 

・市町村に対する各被災古墳の応急処置方法の助言や、経年変化と損傷の把握方 

法の提案。 

 

② 埋蔵文化財の被災（第９章） 

埋蔵文化財の対応については当初、国、県及び市町村が行う復旧・復興事業の

見通しが立たず、必要な事業量の予測が困難であった。そのため、県が市町村ご

とに推計した埋蔵文化財対応を必要とする個人住宅件数を取りまとめ、発掘調

査等の事業量予測を行った。 

 また、事業量の推計を基とする平成 29年度からの予備調査及び発掘調査に対

応するため、県は文化庁と合同会議を立ち上げ、各県からの専門職員派遣や埋

蔵文化財対応に係る補助金の嵩上げ等について協議を行った。 

その他、県では埋蔵文化財対応を円滑に進めるため、災害時の文化財保護法

                                                      
※4 小型モニターカメラでの石室内部確認、物理探査や 3D 測量による墳丘と石室内部の被害状況確認を 

指す。 
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（以下「法」という。）第 93条等に係る取扱いの緩和措置を講じるとともに、杭

工法による個人住宅建設時の取扱い基準を示し、市町村に通知した。 

 

ウ 未指定文化財 

① 概要 

熊本地震では、多くの未指定文化財が被災し、文化財に係る各種団体や専門

家から県に対して未指定文化財のレスキューの要望があったことを踏まえ、被

災した未指定文化財を対象とした被害状況調査及び復旧に向けた対応に取り組

んだ。 

しかし、未指定文化財は多数存在することに加え、県では地震前にその全て

の所在を把握してはおらず、被災した未指定文化財の所在場所や被害状況を網

羅的に把握することは困難であった。県では関係機関と相談の上、建造物と動

産文化財という 2つの分野に分けて、以下のように対応した。 

 

② 文化財ドクター派遣事業（第３章）…建造物対象 

熊本地震では、文化財的価値が高い

多くの未指定建造物（以下｢未指定歴史

的建造物｣という。）が被災し、これら

の文化財的価値を損なわない保存修理

方法について検討が必要であった。 

そのため、応急処置や文化財とし

ての復旧に向けた専門的アドバイス

を行う「熊本地震被災文化財建造物

復旧支援事業（以下｢文化財ドクター

派遣事業｣という。）」を、文化庁、日本建築士会連合会、熊本県建築士会及び九

州各県の地域歴史文化遺産保全活用推進員であるヘリテージマネージャー※5等、

関係者の協力のもと実施した。 

文化財ドクター派遣事業では、被害状況の調査を行った上で、ヘリテージマ

ネージャーを派遣し、復旧に向けた助言等の支援を行った。併せて、市町村の協

力のもと、復旧方法の提案や工事の確認等を行った。 

また、県で創設した文化財基金の活用に際し、支援対象となる建造物の選定

及び工法等については、歴史的建造物の有識者や県建築士会所属のヘリテージ

マネージャー等で組織する「平成 28年熊本地震被災文化財等復旧復興基金活用

歴史的建造物検討委員会」（以下「歴史的建造物検討委員会」という。）を設置の

上で審議を行い、承認を得た建造物に対して県が支援を行った。 

 

                                                      
※5 歴史、文化遺産の保全活用の手法を習得した建築士を指す。 

文化財ドクター派遣事業の実施状況 
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③ 文化財レスキュー事業（第４章）…動産文化財対象 

未指定でも価値のある絵画や古文

書等（以下、「未指定動産文化財」と

いう。）は、保管されていた建物が被

災したことで雨漏りの被害や家屋の

撤去に遭い、破損及び滅失する可能

性があった。 

そのため、県では文化庁の協力のも

と、熊本被災史料レスキューネットワ

ーク（以下「熊本史料ネット」とい

う。）、九州国立博物館、熊本県文化財

保護審議会委員及び市町村等と連携し、救出、応急処置及び一時保管等を主とし

た「熊本県被災文化財救援事業（以下｢文化財レスキュー事業｣という。）」を実施

した。 

文化財レスキュー事業では、県文化課や県内の博物館及び美術館等の職員が、被

災した建物の内部から未指定動産文化財を救出し、一時的に県博物館ネットワー

クセンター等の安全な施設に移動させた。その後、応急処置やクリーニング等の整

理作業を行い、生活再建の目途が立った所有者に順次返却した。本事業では、

39,333点の未指定動産文化財を救出し、令和 3年度に全ての返却を完了した。 

これらのうち、県で創設した文化財基金の活用に際し、支援対象となる文化

財の選定及び工法等については、動産文化財の有識者で組織する「平成 28年熊

本地震被災文化財等復旧復興基金活用動産文化財検討委員会」（以下「動産検討

委員会」という。）を設置の上で審議を行い、承認を得た動産文化財に対して県

が支援を行った。 

なお、救出した未指定動産文化財の中から、江戸時代に家臣が預かった熊本

藩主細川氏愛用の甲冑が発見された例等、新たな文化財の発見や価値付けにも

繋がった。 

 

  エ 地域コミュニティ施設等再建支援事業（第５章） 

「地域コミュニティ施設等再建支援事業」は、被災した地域及び集落で地域コミ

ュニティの場として長年利用されてきた施設の再建を支援するもので、「平成 28

熊本地震復興基金交付金」の交付対象事業の一つとして創設された補助金制度で

ある。 

県文化課はこの事業に関する相談窓口として対応に当たり、県市町村課が交付

手続きの窓口を担当した。平成 28 年度から現在にかけて、1,300 以上の地域の神

社等の地域コミュニティ施設に用いられた。 

 

  

蔵から救出した被災文化財への応急処置 
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３ 情報発信（第６章） 

 県では、被災文化財の歴史的価値、被害状況及び文化財復旧について広く周知する

ため、シンポジウム、講演会及びパネル展の開催並びに周知用の冊子を作成した。 

また、県内の小・中学生を対象とした出前授業を実施している。 

 

４ 文化財収蔵施設の被災（第１２章） 

熊本地震により、県内に所在する複数の文化財収蔵施設及び同施設内で保管されて

いた資料が被災した。これらの被害は、施設の立地及び平時の対策等、様々な要因か

ら一様ではなかった。前震及び本震ともに、発災は閉館後であったため、来館者が被

災することはなかった。 

現在、ほとんどの文化財収蔵施設の復旧が完了している。しかし、被災資料の一部

は現在も委託等による修理事業を実施中である。 

 

５ 他県における文化財の被害状況 

 令和 3 年度、県は九州各県（沖縄県を除く）に対して、熊本地震における各県の文

化財の被害状況について照会調査を行った。 

その結果、九州各県で合計 222 件の文化財に被害が及んでいたことが判明した。内

訳は、国指定等文化財 76件、県指定文化財 79件、国登録文化財 67件である（表 4）。

また、震源地に近い大分県が熊本県に次いで被害件数が多いこと、震源地から遠い長

崎県壱岐市でも文化財の被害があったことを確認した。     （樋口和紀） 

 

表 4 九州各県の被災文化財件数＊1 
     令和 4年 2月時点 

＊1 国指定の旧筑後川橋梁（筑後川昇開橋）は、福岡県及び佐賀県に跨るため、表中では両県の被災文化 

財件数にそれぞれ計上した。  

県名
国指定等

（国選定の数）
国登録 県指定 合計

熊本県 44 56 59 159

福岡県 12（1） 3 0 15

佐賀県 6（1） 2 3 11

長崎県 1 4 1 6

大分県 10（1） 2 15 27

宮崎県 3（1） 0 1 4

鹿児島県 0 0 0 0

合計 76（4） 67 79 222
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【参考資料 1】 

市町村別の被災文化財数（国・県指定、国登録文化財）＊1 

 
 

 
＊1 図中の被災文化財数は、豊後街道（産山村及び阿蘇市）並びに豊前街道（南関町及び和水町）を各 

市町村で計上しているため合計 161件となる（表 2参照）。 
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第２部 被災文化財の復旧支援と情報発信 
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第２章 被災文化財の復旧支援に係る制度創設 

 

１ 事業の概要 

熊本地震では、近年、県内において類を見ないほど多数の文化財が被害を受けた。

また、それぞれの文化財の被害も甚大で、被災直後から復旧費用が多額になることが

予想された。通常、文化財の復旧については、費用負担も含めて所有者が行うことが

原則である。文化財が国、県又は市町村によって指定又は登録されている場合には、

その指定等の区分に従って、国又は各自治体から文化財の復旧費に対して補助金を交

付し所有者を支援する制度がある。しかし、価値付けが必ずしも明確ではない未指定

文化財の復旧に関しては、基本的に公的な支援制度は存在しないため、災害で被災し

た場合でも、復旧費は全額が自己負担となる。 

熊本地震による被災文化財の復旧に関しては、既存の支援制度を利用できる指定等

文化財でも、被害額の大きさに比例して所有者の負担額は大きい。また、公的な支援

制度が存在しない未指定文化財については、さらに負担が大きくなると見込まれ、所

有者負担を可能な限り軽減することが復旧に向けた大きな課題であった。 

一方、被災直後から、熊本城や阿蘇神社をはじめとする文化財の被害状況が大きく

報道され、多くの人々に文化財の復旧に関する支援の必要性が認識されていった。さ

らに、被災後の早い段階から、民間の個人、団体、企業等が連携し、被災文化財の復旧

支援のための募金に向けた動きが始まった。そして、平成 28 年 7月には、地元経済界

や県ゆかりの方々等の呼びかけにより支援委員会が発足し、民間による組織的な募金

活動が開始され、寄附金の受入れが本格化した。 

県では、寄附金の使途について、募金を呼びかけた経済界の関係者や有識者等とも

協議し、被災文化財の復旧を支援するため、10 月に条例を制定して文化財基金を創設

した。そして、11 月には、文化財基金の配分方針等を決定するために、有識者等から

構成される平成 28 年熊本地震被災文化財等復旧復興基金配分委員会（以下「配分委員

会」という。）を設置した。 

同 29 年 2 月に、第 1 回配分委員会が開催され、県ではこの委員会での審議結果に基

づき、同月に文化財基金による支援制度を創設した。この支援制度は、被災後から課

題となっていた被災文化財の所有者の負担軽減を目的とする。すなわち、民間所有の

指定等文化財の復旧費については既存の補助制度に加えて支援を行い、通常、補助制

度が無い未指定文化財の復旧に関しては独自に支援を行うというもので、他県では例

のない制度となった。県では制度創設以来、必要に応じ制度を改正し、支援の枠組み

を充実させるとともに、地域コミュニティ施設等再建支援事業等、文化財基金以外で

の支援策も組み合わせて、熊本地震により被災した文化財等の支援に取り組んでいる。

なお、文化財基金には、これまでに 1,149 の個人及び団体から約 45 億円が寄せられ

（令和 5 年 5月時点）、被災文化財の復旧支援に活用されている。 
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２ 対応の状況 

県では、民間からの寄附金を財源とした文化財基金を創設し、基金を活用した指定

等文化財から未指定文化財を対象とした所有者支援制度を整えたが、その設立までに

は多くの個人及び団体等からの協力があった。また、発災直後から、制度の設立に向

けた諸課題について、多くの関係者との調整も必要であった。被災文化財復旧への支

援制度創設に向けた主な経緯については、以下のとおりである。 

 

（１）支援委員会の発足と文化財基金の創設 

ア 支援の申出と受入れ態勢の整備（発災直後から 5月上旬） 

県では、発災直後から市町村と協力し、文化財の被害状況の調査を開始したが、

文化財の被害は甚大で、通常の支援制度のみで所有者による復旧を行うことは困

難だと予想された。また、大規模災害の発災直後であり、所有者にとっては、すぐ

に文化財の復旧を検討するまでには至らない状況であった。また、平時には、文化

財保護に様々な支援をいただいている県内の個人、企業、団体等もそれぞれ少な

からず地震による被害や影響を受けており、被災文化財復旧への支援を検討する

には時期尚早ではないかとも考えられた。 

その様な状況下であったものの、平成 28 年 4月後半には、県に対して複数の個

人や団体から、文化財復旧のための寄附の相談や募金の呼びかけの提案が寄せら

れた。公益財団法人日本財団からは、熊本城再建のために 30 億円を支援するとの

申出があり、同月 26日に、県と日本財団は支援内容についての合意書を交わした。 

県では、今後、想定される寄附の申出に対応するために、庁内調整と関係機関と

の調整を行い（表 5）、口座を開設して寄附金の受入れ体制を整えた。 

 

表 5 募金の開始に向けて検討した課題 

 

イ 支援金の募集開始と募金活動の本格化（5 月上旬から 7 月上旬） 

県は、関係者との協議及び調整を経て、5 月 12 日に、被災文化財復旧のための

検討課題 検討結果

寄附金の呼びかけ人
　寄附の呼びかけについて、当初は個別に申出があった場合に対応していたが、支
援委員会の発会式を契機に広く寄附を呼びかけることとなった。

寄附金の受入れ口座名義 　受入れ口座は県が蒲島郁夫知事名義で開設し、文化課が管理することとした。

寄附金の受入れ口座数 　関係者間での協議の結果、一口座で受入れを行うこととした。

受入れ時の使途の指定
　寄附者が寄附の際に「熊本城復興分」又は「熊本城以外の文化財の復興分（阿蘇
神社等）」を選択する形式とした。

寄附金の税控除

　税務署に確認の上、以下について寄附を呼びかける際の資料に記載した。
　①個人による寄附は所得税法における「特定寄附金」に該当するため、
　　寄附金控除の対象となること
　②法人の場合には法人税法における「国等に対する寄附金」に該当する
　　ため、全額を損金に算入できること

振込手数料の免除
　複数の銀行と協議を行い、同一銀行間での振込手数料が免除可能となった銀行口
座を県への寄附金の振込口座に指定した。
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支援金の募集を開始した。同月 13 日、熊本城復旧のために、株式会社再春館製薬

所と同社社長の西川通子氏から、県に対して合わせて 6 億円の寄附金目録が贈呈

された。6 月 27 日には、経済界（経済 5 団体※6、くまもと都市戦略会議※7）から

文化財復旧の必要性に関する提言と宣言が出された。また、県文化財保護審議会

からは、指定等文化財及び未指定文化財保護の重要性についての緊急提言【参 2】が

出される等、被災文化財復旧に関する提言と宣言が相次いで発信された。 

この時期には、これらの提言とともに、地元経済界等を中心とした民間による

文化財復旧のための募金活動へ向けた動きが本格化した（表 6）。 

 
表 6 文化財復旧に向けた主な支援の動きや提言 

 

ウ 支援委員会の発足（7 月 19 日） 

7 月 19 日、県ゆかりの著名人や県内の財界人、文化人で構成される支援委員会

（表 7）が発足した。同日の発会式で、経済界の代表として委員長に就任した甲斐

委員長は、「オール熊本で取り組み、支援の輪を全国に広げよう」と挨拶し、自身

が頭取を務める肥後銀行が 3年間で合計 15 億円を寄附することを表明した。来賓

として出席した蒲島知事は、民間が中心となった支援の動きに謝意を表明し、吉

丸良治事務局長は、募金（熊本城・阿蘇神社等被災文化財復興支援募金）の趣意書
【参 3】を配布し、趣旨説明の上、出席者に県内外への発信を依頼した。同じく来賓

の熊本市高田晋副市長は、熊本城全体の復旧費の見込みについて述べた。また、全

国委員の山下泰裕氏、小山薫堂氏は、委員挨拶の際に文化財復旧への幅広い支援

を呼びかけた。 

この発会式はメディアでも報道され、被災文化財復旧に向けた支援の動きが加

速化するきっかけとなった。そして、この発会式を契機として、県が開設した受入

れの口座には、多くの賛同者から寄附が寄せられることとなった。 

                                                      
※6 熊本経済同友会、県商工会連合会、県中小企業団体中央会、県経営者協会、商工会議所。 
※7 構成員：熊本県知事、熊本市長、熊本大学学長、経済界（熊本経済同友会代表幹事、熊本商工会議所 

会頭）。 

日付

6月29日

7月12日
　木村康JXホールディングス㈱代表取締役会長が講演され、民間主導による支援委員会が発足し、7
月19日から熊本の宝である文化財の復興に向けた募金活動を始動する旨を事前告知された。

概要

平成28年
6月27日

　第9回くまもと都市戦略会議が開催され、蒲島郁夫知事が出席。各団体等の動きは以下のとおり。

【経済5団体】
　知事に対して、創造的復興に向けた緊急提言書（「創造的復興に立ち上がろう！熊本」緊急提
　言）を手渡した。提言には、「2．歴史・文化の再建と観光復興、農産品を含む県産品の販売促
　進」の中で「阿蘇、熊本城、阿蘇神社を復興のシンボルに」とうたわれた。
【くまもと都市戦略会議】
　経済5団体からの緊急提言書を受けて、「創造的復興に立ち上がろう！熊本宣言」を宣言。「熊
　本県の象徴である熊本城の復旧について、（中略）出来る限りの早期復興を図ることが必要とな
　る」とした。

　県文化財保護審議会が、「熊本地震からの復興に向けての緊急提言～「熊本の宝」を次世代に伝
えるために～」を提言。指定等文化財保護のための行政による補助率の引き上げや、未指定文化財
保護に関する取組みの重要性を提言した。

　熊本経済同友会（甲斐隆博代表幹事（肥後銀行頭取））総会に蒲島知事が出席し、資金面の協力
を依頼した。
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表 7 発会当時の支援委員会の構成＊1 
平成 28 年 7 月時点 

＊1 委員一覧は後述する【参 4】。 

 

エ 文化財基金の創設（10 月 11 日） 

10 月 11 日、県は、民間から多くの寄附金が寄せられていることを受け、条例【参

5】※8を制定し、文化財基金を創設した。 

 

（２）配分委員会での審議と支援制度の創設（11月） 

県は、文化財基金の創設後、11 月に要綱【参 6】※9に基づき配分委員会を設置し（表

8）、基金の配分に関する審議を開始した。 

平成 29 年 2 月 15 日の第 1 回配分委員会では、基金における配分の基本方針を承

認した上で（表 9）、課題となっていた被災文化財復旧に係る民間所有者の負担軽減

に向けて、事務局が提案した文化財基金を活用した支援制度の設置を承認した。こ

の承認に伴い、同月、県は文化財基金を活用した支援制度を創設した※10。 

創設した制度は、配分方針で定めた民間所有者の「痛みの最小化」（可能な限りの

負担軽減）と未指定文化財への支援を目的に、民間が所有する指定等文化財及び未

指定文化財（この段階では歴史的建造物）の復旧費に対して、既存の補助制度の適

用後に残る所有者負担分の最大 2/3 を補助するというものである。 

 

表 8 設置当時の配分委員会の構成 
  平成 28 年 11 月時点 

 

                                                      
※8 平成 28 年 10 月 11 日付け条例第 44 号「平成 28 年熊本地震被災文化財等復旧復興基金条例」。 
※9 平成 28 年 11 月 7 日施行「平成 28 年熊本地震被災文化財等復旧復興基金配分委員会設置要綱」。 
※10 平成 28 年熊本地震被災文化財等復旧事業補助金。 

委員長 甲斐隆博 熊本経済同友会代表幹事・㈱肥後銀行代表取締役頭取

全国委員 県ゆかりの著名人6名（のちに7名）

熊本代表委員 県内所在の団体等に所属する8名

委員 趣旨に賛同した経済界を中心とした65名

事務局
事務局長 　 ：吉丸良治 熊本県文化協会会長
事務局長代理：藤本純一 熊本経済同友会都市圏戦略委員長・㈱九州電力執行役員熊本支社長

公益社団法人熊本県観光連盟　専務理事　　　　　　　　　　　河野 　靖

九州電力株式会社　熊本支社長　　　　　　　　　　　　　　　藤本　淳一

熊本県教育庁教育総務局長

職名及び氏名

熊本県文化協会会長　熊本県文化懇話会代表世話人　　　吉丸　良治（会長）

熊本大学大学院　自然科学研究科教授　　　　　　　　伊東　龍一（副会長）

熊本大学大学院　自然科学研究科教授　　　　　　　　　　　　山尾　敏孝

熊本大学文学部附属　永青文庫研究センター長　　　　　　　　稲葉　継陽
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表 9 第 1回配分委員会で承認された基本方針 

 

表 10 配分委員会各回での審議概要 

＊1 この時点での補助対象は、指定等文化財と未指定文化財のうち歴史的建造物（図 2-【指定等文化財】 

（1）～（4）及び【未指定文化財】（5））のみで、未指定動産文化財は対象としていない。なお、第 

3 回検討委員会の審議で、未指定動産文化財（図 2-【未指定文化財】（6））を新たに支援対象とする 

支援制度の創設が承認された。 
＊2 この時点では本支援制度の申請実績はなく、制度の周知とその活用の推進が課題であった。 

  

概要

１　基本方針
（１）（「熊本復旧・復興4か年戦略（平成28年12月）」抜粋）
　○熊本の宝として価値や文化財保護の必要性を広め、次代に継承する。
（２）寄附金による支援の基本方針
　（１）や公費解体等が進む状況を踏まえ、次のように整理する。
　【「痛みの最小化」による文化財の継承】
　　○寄附者のご意向を尊重した配分を行う。
　　○民間所有者の「痛みの最小化」（できる限りの負担軽減）を図る。
　　○未指定文化財についても、熊本地震に被災し、取り壊しなどの危機が迫っている
　　　歴史的建造物等について、支援の対象とする。

２　配分方針（寄附金の仕分け）
（１）寄附者の意向
（２）配分（仕分け）方針
　○「①熊本城」と「②熊本城以外」（を選択した寄附）については、寄附者のご意
　　向に沿って配分する。
　○「③使途を制限しない」（を選択した寄附）については、被災した文化財全体に
　　対するご寄附として受け止め、①と②に、各1/2を按分して配分する。

回 日付 審議概要

第1回
平成29年
2月15日

　会長及び副会長を選出。
　配分の基本方針が承認されるとともに、民間所有者の負担軽減のため、最大2/3（未指

定歴史的建造物）の助成の枠組み（＊1）が承認された。

第2回 5月31日

　民間所有者に対する補助の活用を加速化するため（＊2）、以下の取組案について審議
し、承認された。
　①未指定歴史的建造物は、ヘリテージマネージャーの協力を得て所有者宅を個別訪問
　　し技術的支援を行う。
　②文化庁主導で実施してきた文化財レスキューを県主導で継続し、救出した未指定動
　　産文化財の指定文化財化を図る。

第3回 8月31日

　文化財基金を活用する以下の取組が承認された。
　①支援の枠組みを構築したうえで、一部「復興基金」を活用し、所要の財源を確保。
　②支援対象とする未指定歴史的建造物の範囲を拡大。
　③被災した未指定動産文化財に対する新たな補助制度を創設。
　④県が②③の採択を判断するために、専門家からなる二つの委員会（動産文化財検討
　　委員会及び歴史的建造物検討委員会（いずれも仮称））を設置。

第4回
平成30年
2月19日

　文化財基金を活用する以下の取組が承認された。
　①熊本城復旧費に係る熊本市の実負担額の1/2を補助。
　②平成30年度から、文化財基金を活用して被災文化財復旧情報発信事業を実施。

第5回
平成31年
2月18日

　熊本城復旧に係る熊本市の実負担分を1/2以内から全額に変更することが承認された。

第6回
令和5年
3月23日

　文化財基金を活用する以下の取組が承認された。
　①歴史的・文化的価値が非常に高い歴史的建造物等に対する支援制度の新設。
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（３）支援制度の改正（平成 29年度～令和 4 年度） 

県は、平成 29 年 2月に創設した支援制度について、その後開催された配分委員会

（第 2～6 回）での審議結果を踏まえ、数回の見直しを行った。 

同 29 年度に開催された第 2・3 回の配分委員会（5 月 31 日、8 月 31 日）では、民

間所有者への補助の活用を加速化するための取組、未指定歴史的建造物の補助対象

の拡大、及び当初は対象外であった未指定動産文化財に対する新たな支援制度の創

設が承認された。続く第 4 回委員会（同 30 年 2 月 19 日）では、熊本城復旧事業に

係る熊本市実負担額の 1/2 以内を交付することが承認された。 

また、同 30 年度に開催された第 5 回配分委員会（同 31 年 2 月 18 日）では、熊本

城復旧事業に係る熊本市実負担額への補助率を 1/2 以内から 10/10 すなわち全額以

内に変更することが承認された。 

さらに、令和 4 年度に開催された第 6 回配分委員会（令和 5 年 3 月 23 日）では、

歴史的・文化的価値が非常に高い歴史的建造物等に対する支援制度を新設すること

が承認された。 

以上の配分委員会での審議を受けて改正した支援制度は、被災文化財復旧に関す

る指定等文化財から未指定文化財までを切れ目なく支援する制度となった※11。 

 

３ 支援制度の概要 

前述のとおり、県は、文化財基金を活用して支援制度を創設した（図 2）。配分の基

本方針の要点は、寄附者の意向の尊重、民間所有者の「痛みの最小化」（可能な限りの

負担軽減）、未指定文化財復旧への支援である（表 9）。 

そのため、まず、基金※12による支援対象としては民間所有の被災文化財を原則とし

た。そして、指定等文化財については、既存の国、県、市町村による補助を活用しつ

つ、残る所有者負担分の 1/2 を基金による新たな支援制度で補助することとした（図

2（1）～（4）①）。ただし、既存の枠組みで補助制度の対象外である国登録有形文化財

の工事費は、補助対象経費の最大 2/3を補助することとした（図 2（4）②）。 

また、未指定文化財については、既存の補助制度がないため、一定の価値を有する

ことを条件に、歴史的建造物は補助対象経費の 1/2 を補助し、所有者が国登録有形文

化財への登録に同意した場合は補助率を 2/3 に嵩上げすることとした（図 2（5））。そ

して、動産文化財は補助対象経費の 2/3 を補助することとした（図 2（6））。 

その他、熊本城及び阿蘇神社に対する支援制度は、それぞれに使途を限定した寄附

者の意向を踏まえ、他の文化財に対する制度とは異なり、所有者の実負担が発生しな

い支援制度とした。 

  

                                                      
※11 この補助制度を中心とした県の支援制度（『熊本の宝を後世に残す「被災熊本県の被災文化財復旧支 

援制度」の創設』）は、平成 30 年 11 月 28 日に、全国知事会から教育、文化分野の優秀政策として表 

彰された。 
※12 当初は文化財基金のみによる支援制度であったが、支援を安定的に継続させるため、一部に熊本地震 

復旧のための「復興基金」を財源として充てることとした（図 2 中の「基金」も同義）。 
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※1 熊本城及び阿蘇神社は、寄附者による使途を限定した寄附があったことから以上とは別の補助率での支援制度とした。 

   ア 阿蘇神社（国指定文化財）…国・県・市町村補助を除いた所有者負担額の 10/10 以内。 

   イ 阿蘇神社周辺整備事業…事業主体（阿蘇市）負担分の 10/10 以内。 

   ウ 熊本城（国指定文化財、その他）…国・県補助を除き事業主体（熊本市）により熊本城復旧関連事業に充当される起債の額 

から当該起債の元利償還金に対する地方交付措置税相当額を控除した熊本市の実負担 

額の 10/10 以内。 

※2 このほか、歴史的・文化的価値が非常に高い歴史的建造物等に対する支援制度がある。 

 

図 2 基金による補助制度及び支援制度 

  

【指定等文化財（熊本城及び阿蘇神社を除く（※1））】

（４）国登録…市町村補助がある場合には、国・県・市町村補助を合計した残額の1/2を基金により補助

【未指定文化財（熊本城及び阿蘇神社を除く（※2））】

市町村補助

５０％

基金

２５％

所有者

２５％

（１）国指定…市町村補助がある場合には、国・県・市町村補助を合計した残額の1/2を基金により補助

国庫補助

７０～８５％　※所有者の収入に応じて変動

県補助

５～１０％

基金

2.5%～10%
所有者
2.5～10％

（２）県指定…市町村補助がある場合には、県・市町村補助を合計した残額の1/2を基金により補助

県補助　　５０％
基金

２５％

所有者

２５％

（３）市町村指定…市町村補助がある場合には、市町村補助残額の1/2を基金により補助

①設計費

国庫補助

７０％

所有者

１０％

県補助

１０％

基金

１０%

②工事費

（６）動産文化財（一定の価値を有するもの）

基金

２/３

所有者

１/３

基金

２/３

所有者

１/３

（５）歴史的建造物（宗教施設を除く）

　　　･･･原則は1/2の補助率だが国登録有形文化財となることの同意があった場合、補助率を2/3に嵩上げ。

基金

２/３（または１/２）

所有者

１/３（または１/２）
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４ 円滑に対応できた点 

（１）復旧に必要な費用及び期間の周知と寄附の呼びかけ 

熊本城や阿蘇神社をはじめとした文化財の甚大な被害状況に関する報道の影響も

あり、発災直後から多くの個人や団体から文化財復旧支援の必要性が発信された。

その中には著名人や経済界の要職者等も含まれており、復旧に必要となる多大な費

用と期間が多くの人々に認識されていった。その効果もあってか経済界を中心に被

災文化財復旧に係る多額の寄附が行われた。また、現在に至るまで新たな寄附が継

続しており、呼びかけは有効であったといえる。 

 

（２）復旧支援の仕組みづくり 

寄附を募る活動の開始や支援制度の創設に当たっては、有識者や経済界を中心と

した民間の組織及び団体並びに行政機関が、被災文化財の復旧という共通目的に向

けて協議し、被災後、一年以内にその仕組みづくりを行うことができた。 

 

（３）関係者間での協議の土壌 

支援制度の創設に当たっては、行政、民間及び有識者等の多数の関係者間で協議

を重ねた。制度創設に向けた協議の過程で、多くの関係者が協議を行う土壌ができ

たことにより、創設後も、必要に応じて関係者間で協議を行い、概ね円滑な運用を

図ることができている。 

 

５ 課題となった点 

（１）被災後の人員と情報の不足 

熊本地震という大規模災害後における支援制度の立上げには、多くの検討課題が

存在し、関係者間での調整が数多く必要であった。さらに、県では災害直後の被害

状況調査等、多数の震災対応業務に当たる必要があり、制度設立の準備のための人

員が不足していた。 

その他、支援制度の立上げに向けた情報もほぼ皆無で、制度創設のための情報収

集から始める必要があった。近年、各地で大規模災害が頻発している状況にあるこ

とから、熊本地震と同規模の災害が発生した場合に備えて、あらかじめ大規模災害

発災後の復旧支援策の検討を行っておくことが望ましい。 

また、熊本地震を経験し、被災文化財の復旧支援制度を創設した経験をもつ県と

しては、今後、他県で大規模災害が発生して助言を求められた場合に備えて、速や

かに提供できるよう、情報とノウハウを整理しておくことも必要である。 

 

（２）復旧支援に係る財源 

今回、県では、通常の枠組みを超え、指定等文化財から未指定文化財までを対象

とした支援制度を創設した。その創設が可能となった背景には、民間からの多額の

寄附を財源として活用したことがあった。今後、大規模災害が発生した場合、熊本
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地震後と同様の寄附が集まる保証はなく、災害規模にもよるが、次の災害時に県の

一般財源のみで熊本地震並みの被災文化財への復旧支援策を創設することが可能と

は限らない。 

平時において、災害時の文化財の復旧支援に必要な経費と、その財源確保の方法

や支援範囲等について、あらかじめ検討しておく必要がある。 

 

（３）支援対象とする文化財の選定基準 

今回、県では、未指定文化財の復旧に対しても支援する制度を創設したが、運用

面では、支援対象とする文化財の選定基準について、若干の課題が残されている。 

通常、補助対象となる指定等文化財については、あらかじめ有識者と行政による

価値付けがなされており、その本質的価値と保護対象や範囲は整理されている。ま

た、指定等を行う際に、所有者や行政の間で保存に関する合意形成もなされている

ため、被災後の復旧対象の決定過程において、あまり混乱は生じない。 

一方、未指定文化財については、文化財としてある一定の価値が存在するとして

も、その考え方や範囲が公に明示されている場合は少ない。そのため、被災後に補

助対象となる物件や補助対象範囲を選定する際には、その都度、判断のための一定

の手続が必要となる。現状では、検討委員会を設置し、補助対象物件やその範囲を

個別に判断しているが、選定基準の公平性を担保するためにも、判断の手続には一

定の時間と労力を要している。 

また、検討委員会で価値付けの整理ができた場合でも、被災した未指定文化財の

保存と復旧に向けた所有者との合意形成については、被災後に初めて取りかかるた

め、被災文化財の復旧開始までに時間を要することも多い。 

平時において、あらかじめ未指定文化財に関する保護と支援のあり方について、

考え方の整理と明確な基準の作成等、可能な範囲で検討しておく必要もあろう。 

       （帆足俊文） 
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【参考資料 2】 

熊本県文化財保護審議会 熊本地震からの復興に向けての緊急提言 
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【参考資料 3】 

熊本城・阿蘇神社等被災文化財復興支援募金趣意書 
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【参考資料 4】 

熊本城・阿蘇神社等被災文化財復興支援委員会 委員一覧（平成 28 年 11 月時点） 
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【参考資料 5】 

平成 28 年熊本地震被災文化財等復旧復興基金条例 
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【参考資料 6】 

平成 28 年熊本地震被災文化財等復旧復興基金配分委員会設置要綱 

  



31 

 

第３章 文化財ドクター派遣事業 

 

１ 事業の概要 

文化財ドクター派遣事業とは、文化庁が被災した地方公共団体（主として都道府県

教育委員会）からの支援要請を受け、被災地外の地方公共団体や文化財関係団体等と

協力し、「文化財である建造物」の被害状況調査、応急処置及び復旧のための技術的

支援を行うものである【参7・8】。この事業は、平成23（2011）年に発生した東日本大震災

からの復旧過程で初めて実施された。 

熊本地震における未指定歴史的建造物への支援の取組は、文化庁による「文化財ド

クター派遣事業」（文化財ドクター派遣事業一・二次調査）と、熊本県の「被災文化財

保存復旧事業」（文化財ドクター派遣事業三次調査）の二段階で進めた（表11）※13。 

図 3 熊本地震文化財ドクター派遣事業 スキーム図 

『熊本地震被災調査建造物復旧支援事業（文化財ドクター派遣）報告書 6 冊の内 1』（2017 年）より転載 

 

（１）調査対象及び方法 

 調査対象は、指定等文化財か否かに関わらず、文化庁及び日本建築学会の「歴史

的建築総目録データベース」に記載された建造物 1,350 件に、文化庁の補助事業と

して進めていた近代和風建築総合調査※14等の建造物337件を加えた 1,687件とした。 

                                                      
※13 本章では、文化庁による「文化財ドクター派遣事業」と県による「被災文化財保存復旧事業」の二段 

階を合わせて、文化財ドクター派遣事業として取り扱った。 
※14 近代和風建築総合調査とは、主に明治時代以降に伝統的技法及び意匠を用いてつくられた住宅、公共 

建築、宗教建築等の近代和風建築、又は主に近代的技術により造られた産業、交通、土木に関する構 

築物である近代化遺産（建造物等）等について、その所在地、形態、意匠及び保存状況等に関して、 

地方公共団体が行う調査事業を指す（「近代和風建築等総合調査費国庫補助要項」文化庁、1992 年 5 

月 27 日初出）。 
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 一次調査は、震度 5強以上を記録した市町村の建造物を対象とした。二次調査は、

一次調査によるヘリテージマネージャーの実見結果に基づいて文化庁が被害甚大と

判断した建造物を対象とした。三次調査では、一・二次調査での結果に基づき個別

訪問等を実施した（表 12）。 

 

表 11 文化財ドクター派遣事業の概要 

 

表 12 未指定歴史的建造物に対する復旧支援の関連事業 

 

 

図 4 所有者支援事業 スキーム図 

章 第３章

年度 文化財ドクター派遣事業
被災文化財保存復旧事業

（所有者支援）
文化財災害復旧事業

（歴史的建造物復旧支援）

平成28年度
一・二次調査

（外観調査・内部調査）

平成29年度 三次調査（個別訪問） 所有者負担軽減に係る補助

平成30年度

令和元年度 登録有形文化財化の意見具申

令和2年度

令和3年度

令和4年度

第１０章

名称 日付 予算 概要（件数） 対象市町村

一次調査
平成28年
6月25日～8月12日

建造物の外観から被害状況の確認
を行った。（1,687件）

二次調査
平成28年10月下旬
～平成29年2月末

建造物の内部写真撮影、所有者か
らの聞き取り、平面図及び配置図
の作成等を行った。（435件）

三次調査 平成29年5月～現在 県

個別訪問にて、工法及び見積りを
提示する等、技術的支援を行っ
た。併せて、所有者に対し、保存
への協力要請を行った。（159件）

二次調査の結果にもとづき、支援が必
要と判断した市町村

玉名市、玉東町、長洲町、和水町、
山鹿市、菊池市、合志市、大津町、
菊陽町、阿蘇市、南小国町、小国町、
産山村、高森町、西原村、南阿蘇村、
熊本市、宇土市、宇城市、美里町、
御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、
山都町、八代市、氷川町、芦北町、
上天草市、天草市

文化庁
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（２）文化財ドクター派遣事業の実施経緯 

平成 28 年 4 月 20 日には、文化庁の呼びかけで、東日本大震災時の文化財ドクタ

ー派遣事業で活動の中心となった日本建築学会、公益社団法人日本建築士会連合会

（以下「連合会」という。）及び公益社団法人日本建築家協会（JIA）の関係者が集

まり、熊本地震で被災した歴史的建造物の復旧に向けた対応を協議した。その結果、

熊本地震における文化財ドクター派遣事業の必要性が確認された。そして、5 月 12

日には、文化財ドクター派遣事業実施の要望書が日本建築学会と連合会の両会長の

連名で、文化庁に提出された。 

同月 13 日に、連合会及び建築士会九州ブロック会の主催で、建築学会九州支部、

文化庁及び県文化課が参加して「平成 28 年熊本地震歴史的建造物被災調査応援実施

委員会」が開催された。その際、建築士会から、歴史的建造物の被害調査の実施方法

等についての説明があった。同月 18 日に、県文化課は文化庁へドクター派遣事業の

発動を要請した。同日、文化庁が事業の実施要項を策定し、同事業を発動した。しか

し、連合会との契約には時間を要し、契約開始までに被災後の解体撤去等が本格的

に開始していたため、早急に建造物の調査を行う必要があった。 

これを受け、文化庁による委託事業着手前の 5 月 20 日から 22 日にかけて、九州

各県建築士会は、337 件を対象とした被災建造物の独自調査を先立って実施した。6

月 1 日には、文化庁と連合会の間で正式に委託契約が成立した。同月 9 日には、連

合会の主催で被災建造物復旧支援委員会（以下「建造物復旧支援委員会」という。）

による文化財ドクター事業準備会議が開催され、県文化課も参加した。そして同月

25 日には、ヘリテージマネージャー等による一次調査が開始され、ドクター派遣事

業の調査が本格的に動き出した（表 13）。 

 

 

表 13 文化財ドクター派遣事業に関する県文化課の動向 

年度 日付 概要

平成28年
5月13日

　連合会、建築士会九州ブロック会が主催した平成28年熊本地震歴史的建造物被災
調査応援実施委員会に文化庁とともに参加。

5月18日
　文化庁に対し、「ドクター派遣事業」の発動を要請。
　文化庁が同事業を発動。

5月20～22日 　県建築士会、九州各県建築士会による被災建造物の独自調査（337件）。

6月1日 　文化庁と日本建築士会連合会の間で委託契約が正式に決定。

6月9日 　連合会主催の建造物復旧支援委員会によるドクター準備会議に参加。

6月25日 　ヘリテージマネージャー等による一次調査開始。

7月22日 　建造物復旧支援委員会によるドクター中間報告会に参加。

8月12日 　一次調査終了（1,687件）。二次調査の準備を開始。

9月22日 　建造物復旧支援委員会による一次調査結果報告会に参加。

10月
　二次調査の実施について、重点4地区（熊本市南区川尻、熊本市中央区新町古町、
宇城市小川町、菊池郡大津町）へ連絡。

平成28年度
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年度 日付 概要

11月
　二次調査の第一弾として、ヘリテージマネージャー等による重点4地区76件の調査
を実施（一部未実施）。

12月2日 　二次調査追加について市町村へ連絡。

12月6日 　建築士会による二次調査追加について、文化庁主催の確認協議に参加。

平成29年
1月～2月末

　ヘリテージマネージャー等による追加二次調査に同行。

3月
　三次調査の準備として、該当市町村24市町村に対象建造物リスト（133件）を送付
し、状況を確認。

4月26日 　歴史的建造物保存支援事業事前準備会議（有識者3名）を実施。

5月2日
　市町村連絡協議会にて、歴史的建造物の保存に向けた支援事業に対する協力を依
頼。

5月12日 　三次調査の打合せを熊本県建築士会代表と実施。

5月～

　一次調査及び県建築士会等による独自調査によって被害が確認された民間所有建
造物（宗教施設を除く。「当初建造物」114件。）の所有者に対し、個別訪問（三次
調査）を実施。保存に向けた協力の要請、技術的支援（工法、見積り提示）を行っ
た。

6月～
　ヘリテージマネージャーによる概算見積り調査等を実施。
　エリア担当派遣として、県文化課職員7名、関係市町村、ヘリテージマネージャー
による個別訪問を行った。

7月～ 　エリア担当派遣を実施。

7月26日
　県が新たに設置する文化財ドクター及びレスキュー事業に係る検討委員会へのオ
ブザーバーとしての参加を文化庁に打診。

9月
　「熊本地震で被災した国登録有形文化財となり得る歴史的建造物」について市町
村に照会。

10月～ 　エリア担当派遣を実施。

10月4日～ 　有識者による市町村推薦の建造物調査を実施。

10月19日
　第1回歴史的建造物検討委員会において、市町村から推薦のあった建造物（45件）
を補助対象候補として追加し、その申請内容を確認。

11月 　追加した補助対象候補建造物の保存について所有者意向確認調査を実施。

12月11日 　第2回歴史的建造物検討委員会において申請内容を確認。

平成30年
3月8日

　第3回歴史的建造物検討委員会において申請内容を確認。

平成30年度
　市町村推薦の35件について、ヘリテージマネージャー、市町村と現地調査を実
施。ヘリテージマネージャー、市町村と連携し、歴史的建造物検討委員会（全10回
実施）で申請内容を確認。

令和元年度
　歴史的建造物検討委員会（全5回実施）において申請内容を確認。
　年間2件の国登録有形文化財化に向けて取組を進めた。

令和2年度
　歴史的建造物検討委員会（全3回実施）において申請内容を確認。
　年間8件の国登録有形文化財化に向けて取組を進めた。

令和3年度
　歴史的建造物検討委員会（全1回実施）において申請内容を確認。
　年間6件の国登録有形文化財化に向けて取組を進めた。

令和4年度
　歴史的建造物検討委員会（全1回実施）において申請内容を確認。
　年間6件の国登録有形文化財化に向けて取組を進めた。

平成29年度

平成28年度
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２ 円滑に対応できた点 

（１）調査期間の短縮 

業務を連合会へ委託したことにより、県建築士会だけでなく九州各県のヘリテー

ジマネージャーによって多人数で被災文化財の調査等に対応することができた。そ

の結果、調査期間等を短縮することができた。 

 

（２）被災した未指定歴史的建造物の復旧支援制度創設による所有者の負担軽減 

文化財基金を活用して、被災した未指定歴史的建造物の復旧に係る県独自の支援

制度を創設し、所有者の費用負担を減らす仕組みを整えて活用した（第２章）。 

 

（３）専門家委員会の設置 

未指定歴史的建造物は価値付けが明確になされていないものを含むため、復旧に

際し、支援制度の対象物件及び範囲の判断が困難であった。しかし、専門家による

委員会を設置することで、対象文化財の歴史的価値を検討し、支援制度の採択や復

旧工法を吟味することができた（第１０章）。 

 

３ 課題となった点 

（１）未指定歴史的建造物のリスト作成と更新 

事業に必要な建造物の所在場所リストを作成していない地域や、リストに遺漏の

ある地域が散見され、復旧対象とする建造物の確認作業に時間を要したことで、調

査着手に遅れが生じた。平時から未指定文化財のリスト作成と随時更新を行うこと

が必要である。 

 

（２）専門知識を有する人材確保と体制整備 

県には歴史的建造物に関する専門知識を有する学芸員等が配置されていなかった

こともあり、市町村又は所有者への迅速な助言が困難な場面があった。将来的には

専門的知識を有する人材の確保や災害時の外部有識者による助言の体制整備を検討

する必要がある。 

 

（３）宗教法人が所有する未指定歴史的建造物復旧への支援策 

宗教法人所有の未指定歴史的建造物は、一定の歴史的価値を有する場合でも、政

教分離の原則により行政による補助の対象外である。そのため、宗教法人が所有す

る歴史的建造物の復旧への支援について、指定寄附金制度等、既存制度の積極的活

用をはじめとした支援のあり方の検討を進める必要がある。    （髙野和隆） 

  




